
除染関連業務に関する共同企業体の申請について 

  令和６年度における除染関連業務の５，０００万円以上の入札について、単体（１

者）と共同企業体の混合入札にて行います。 

  除染関連業務を共同企業体にて参加を希望される場合は申請してください。 

  共同企業体での申請を希望する場合は、事前に「二本松市除染関連業務共同企業

体取扱要領」を確認のうえ申請してください。 

 

１．共同企業体を対象とする業務 

   ５，０００万円以上で、業務遂行に効果的であると認められた業務。 

 

２．共同企業体の条件 

 共同企業体の条件は次のとおりです。 

 (１)令和５・６年度入札参加資格者名簿の「土木一式工事」に、所在地区分「市内」

として登録のあるもの。 

 (２)代表構成員はＡ又はＢいずれかの等級であること。 

   構成員については、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄのいずれかの等級であること。 

 (３)構成員の数は２者又は３者であること。 

 (４)出資割合は代表者が最大であるものとし、最小の出資者の割合は次のとおりで

あること。 

２者の場合：３０％以上 

３者の場合：２０％以上 

 (５)共同企業体の結成にあたっては以下の条件を満たしている必要があります。 

・構成員全ての「建設業許可」及び「経営事項審査」が有効期限内であること。 

・入札参加資格の制限措置期間中でないこと。 

 

３．共同企業体の入札参加資格有効期間 

   当該資格の認定を受けた日から令和７年３月３１日 

 

４．共同企業体として登録した場合の入札参加について 

   二本松市が発注する除染関連業務に必ずしも参加（申込）する必要はありませ

ん。 

   入札参加資格有効期間中は５，０００万円以上の除染関連業務に単体（１者）

で、参加（申込）することはできません。 

 

 

 

（裏面に続く） 

 

 



５．提出書類 

 (１)共同企業体結成時に提出するもの 

   ・二本松市除染関連業務入札参加資格審査申請書（第４号様式） 

   ・二本松市除染関連業務共同企業体協定書（第１号様式）の写し 

   ・共同企業体構成員表（第５号様式） 

   ・委任状（第６号様式） 

 (２)契約締結時に提出するもの。 

   契約締結時に、次の書類の提出が必要です。 

   ・二本松市除染関連業務共同企業体協定書第８条に基づく出資割合（第２号様

式） 

   ・共同企業体編成表（第７号様式） 

 

６．受付期間等 

 (１)受付期間 令和６年４月２２日から令和６年５月９日 

 (２)提出方法 郵送での提出とする。（※持参での提出も可とします。） 

   ※下記に令和６年５月９日までに到着したものを受付けます。 
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    (３)受付期間終了後は、追加受付は行いません。 

 

７．登録から入札までの流れ 

 (１)申請書類提出 

 (２)提出書類の審査後、審査結果通知（登録可否通知）を送付します。 

 (３)希望する入札に参加申込する。 

 (４)公告に記載の提出方法にて入札書等を提出する。 

  ※今回、共同企業体の申請と同時期に発注している、除染関連業務に共同企業体

として参加申込を希望する場合は、共同企業体の申請と入札参加申込書等を一

緒に提出してください。 

 

８．その他 

   不明な点については、下記にお問い合わせください。 

 

 

 

二本松市 総務部 財政課 契約係 

E-mail：keiyaku@city.nihonmatsu.lg.jp 
         電話０２４３‐５５‐５０８２ 
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